
令和４年１０月３日

令和４年１０月３日付で公告した「宮崎県総合運動公園補助球技場照明建設事業企画提案競技」に係る実施要領の内容を、下記のとおり変更します。

記

④　建設業法（昭和24年法律第100号）第15条に規定する特定建設業（電気工事業）の許可を受けて
いること。

④　建設業法（昭和24年法律第100号）第15条に規定する特定建設業（土木工事業及び建築工事業）の
許可を受けていること。
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新旧対照表
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３　参加資格要件 ３　参加資格要件


